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用語集 

※五十音順 

用語 内容 

アナフィラキ

シーショック 

医薬品（治療用アレルゲンなども含む）などに対する急性の過

敏反応により、医薬品投与後多くの場合は 30 分以内で、じん

ま疹などの皮膚症状や、腹痛や嘔吐などの消化器症状、そして

息苦しさなどの呼吸器症状を呈する。また、突然、蒼白、意識

の混濁などのショック症状があらわれることがある。 

医薬品によるものは年間で数百例が発生していると推測され

る。 頻度の多い医薬品には、造影剤、抗がん剤、解熱消炎鎮痛

薬、抗菌薬、血液製剤、生物由来製品などがある。 

小児においては内服薬で、食物アレルギーと関連して卵由来の

成分を含む塩化リゾチーム、牛乳由来蛋白を含むタンニン酸ア

ルブミン、乳酸菌製剤、経腸栄養剤によるもの、インフルエン

ザワクチンによるものが主なものである。発症機序は主として

即時型（I型）アレルギー反応によると認識されているが、一部

の薬物では初回投与時にもみられるなど、これで説明がつかな

いものも存在する。 

医学的ハイリ

スク者 

呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、発症することによ

り重症化するリスクが高いと考えられる者。 

医療計画 医療法第 30 条の４第１項の規定に基づき都道府県が定める医

療提供体制の確保を図るための計画。 

インフォデミ 

ック 

信頼性の高い情報とそうではない情報が入り混じって不安や恐 

怖と共に急激に拡散され、社会に混乱をもたらす状況。 

衛生研究所等 地域保健法第 26条に規定する調査・研究、試験・検査、情報

収集・分析・提供、研修・指導等の業務を行う県等の機関をい

う。 

疫学 健康に関連する状態や事象の集団中の分布や決定要因を研究

し、かつ、その研究成果を健康問題の予防やコントロールのた

めに適用する学問。 
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用語 内容 

感染症危機 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新

型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命

及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事

態。 

感染症サーベ

イランスシス

テム 

感染症法第 12 条や第 14 条等の規定に基づき届け出られた情

報等を集計・還元するために活用されているシステム。なお、

新型コロナ対応で活用した健康観察機能も有している。 

感染症指定医

療機関 

本政府行動計画においては、感染症法第６条第 12 項に規定す

る感染症指定医療機関のうち、「特定感染症指定医療機関」、

「第一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機

関」に限るものを指す。 

＊特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類

感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の

患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定

した病院。 

＊第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新

型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機

関として都道府県知事が指定した病院。 

＊第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエ

ンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道

府県知事が指定した病院。 

感染症対策物

資等 

感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品（薬機法第２

条第１項に規定する医薬品）、医療機器（同条第４項に規定す

る医療機器）、個人防護具（着用することによって病原体等に

ばく露することを防止するための個人用の道具）、その他の物

資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる

物資及び資材。 
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用語 内容 

季節性インフ

ルエンザ 

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎

年国内で冬季を中心に流行を引き起こすＡ型又はＡ型のような

毎年の抗原変異が起こらないＢ型により引き起こされる呼吸器

症状を主とした感染症。 

基本的対処方

針 

特措法第 18 条の規定に基づき、新型インフルエンザ等への基

本的な対処の方針を定めたもの。 

業務継続計画

（BCP） 

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中

断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、

手順等を示した計画。 

協定締結医療

機関 

感染症法第 36 条の３第１項に規定する医療措置協定を締結す

る医療機関。「病床確保」、「発熱外来」、「自宅療養者等へ

の医療の提供」、「後方支援」、「医療人材の派遣」のいずれ

か１つ以上の医療措置を実施する。 

緊急事態宣言 特措法第 32 条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事

態宣言のこと。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全

国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影

響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めると

きに、同項の規定に基づき、当該事態が発生した旨及び緊急事

態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。 

緊急事態措置 特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態

措置のこと。国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及

び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地

方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法

の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合

を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、

多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請するこ

と等が含まれる。 
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用語 内容 

ゲノムサーベ

イランス 

常に病原体を監視し、その遺伝的類似性と相違性を分析するプ

ロセスで、研究者、疫学者、公衆衛生担当者が感染症病原体の

進化を監視し、病原体の拡散を警戒し、ワクチンなどの対抗策

を開発するのに役立つもの。 

健康観察 感染症法第 44 条の３第１項又は第２項の規定に基づき、都道

府県知事又は保健所設置市等の長が、当該感染症にかかってい

ると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に

対し、健康状態について報告を求めること。 

健康危機対処

計画 

地域保健対策の推進に関する基本的な指針（平成６年厚生省告

示第 374 号）に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計

画的に進めるため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計

画。 策定に当たっては、都道府県単位の広域的な健康危機管理

の対応について定めた手引書や保健所設置市及び特別区におけ

る区域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、

感染症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画

及び市町村行動計画等を踏まえることとされている。 

検査等措置協

定 

感染症法第 36 条の６第１項に規定する新型インフルエンザ等

に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速か

つ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊

施設等と締結する協定。 

県等 保健所を含む県 

個人防護具 マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、

化学物質、放射性物質、その他の危険有害要因との接触による

障害から個人を守るために作成・考案された防護具。 

サーベイラン

ス 

感染症サーベイランスは、感染症の発生状況（患者及び病原

体）のレベルやトレンドを把握することを指す。 

指定（地方）

公共機関 

特措法第２条第７号に規定する指定公共機関及び同条第８号に

規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフ

ラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されている。 
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用語 内容 

重点区域 特措法第 31 条の６第１項の規定に基づき、国がまん延防止等

重点措置を実施すべき区域として公示した区域。 

住民接種 特措法第 27 条の２の規定に基づき、新型インフルエンザ等が

国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び

国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の

必要があると認めるときに、対象者及び期間を定め、予防接種

法第６条第３項の規定に基づき実施する予防接種のこと。 

新型インフル

エンザ等 

感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第８項に規定する指定感染症（感染症法第 14 条の報

告に係るものに限る。）及び感染症法第６条第９項に規定する

新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限

る。）をいう。 

本行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けられ

る可能性がある感染症について、その発生の情報を探知した段

階より、本用語を用いる。 

新型インフル

エンザ等感染

症等に係る発

生等の公表 

感染症法第 44 条の２第１項、第 44 条の７第１項又は第 44 

条の 10 第１項の規定に基づき、厚生労働大臣が感染症法第 16 

条第１項に定める情報等を公表すること。 

新型インフル

エンザ等緊急

事態 

特措法第 32 条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生

し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済

に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政

令で定める要件に該当する事態。 

新型コロナウ

イルス感染症

等 

感染症法第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感 

染症及び同項第４号に規定する再興型コロナウイルス感染症を 

いう。 

新興感染症 かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地

的あるいは国際的に、公衆衛生上問題となる感染症。 
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用語 内容 

積極的疫学調

査 

感染症法第 15 条の規定に基づき、患者、疑似症患者、無症状

病原体保有者等に対し、感染症の発生の状況、動向及び原因を

明らかにするために行う調査。 

相談センター 新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患者

への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等がある方からの

相談に応じるための電話窓口。 

双方向のコミ

ュニケーショ

ン 

県、市町村、医療機関、事業者等を含む市民等が適切に判断・

行動することができるよう、市による一方向の情報提供だけで

なく、多様な手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把

握・共有して行うコミュニケーション。 

千葉県感染症

対策連携協議

会 

感染症法第 10条の２に規定する主に県と保健所設置市の連携

強化を目的に、管内の保健所設置市や感染症指定医療機関、消

防機関その他関係機関を構成員として、県が設置する組織。 

千葉県新型イ

ンフルエンザ

等対策連絡会

議 

新型インフルエンザ等対策について庁内各部局間の情報共有と

連携を図るとともに、千葉県新型インフルエンザ等対策本部会

議を円滑に行うため設置される組織。 

登録事業者 特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び

国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働

大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているも

の。 

特定新型イン

フルエンザ等

対策 

特措法第２条第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ等

対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により

実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止

するため特に必要があるものとして新型インフルエンザ等対策

特別措置法施行令第１条に規定するもの。 

特定接種 特措法第 28条の規定により、医療の提供並びに国民生活及び

国民経済の安定を確保するため、国が緊急の必要があると認め

るときに、臨時に行われる予防接種のこと。 
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用語 内容 

濃厚接触者 感染した人と近距離で接触したり、長時間接触したりして新型

インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由の

ある者。 

パルスオキシ

メーター 

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器。 

パンデミック 感染症の世界的大流行という意味。 特に新型インフルエンザの

パンデミックは、近年これが人の世界に存在しなかったために

ほとんどの人が免疫を持たず、人から人へ効率よく感染する能

力を得て、世界中で大きな流行を起こすことが懸念されてい

る。 

病原性 新型インフルエンザ対策においては、ヒトがウイルスに感染し

た場合の症状の重篤度として用いられることが多い。なお、学

術的には、病原体が宿主（ヒトなど）に感染して病気を起こさ

せる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、毒素の産生態、宿

主防衛機構の抑制能などを総合した表現。 

副反応 ワクチン接種により免疫をつけることに伴って発生する、免疫

の付与以外の反応。 

フレイル  身体性脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性等

の多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害

を招きやすいハイリスク状態を意味する。 

プレパンデミ

ックワクチン 

将来パンデミックを生じるおそれが高くあらかじめワクチンを

備蓄しておくことが望まれるウイルス株を用いて開発・製造す

るワクチン。 

新型インフルエンザのプレパンデミックワクチンについては、

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエン

ザウイルスに変異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルス

を基に製造されるワクチン。 
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用語 内容 

まん延防止等

重点措置 

特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防

止等重点措置のこと。第 31 条の８第１項の規定に基づき、新

型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域において、国

民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区

域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、ま

ん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして

政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、国

が公示した期間において、当該区域を管轄する都道府県が講ず

る措置。例えば、措置を講ずる必要があると認める業態に属す

る事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請すること等が

含まれる。 

有事 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の

発生の情報を探知した段階から特措法第 21 条に規定する政府

対策本部の廃止までをいう。 

予防計画 感染症法第 10条に規定する県等が定める感染症の予防のため

の施策の実施に関する計画。 

リスクコミュ

ニケーション 

我々を取り巻くリスクに関する情報を、行政、住民などの関係

主体間で共有し、相互に情報伝達を行い、意思疎通を図るこ

と。 

臨床像 潜伏期間、感染経路、感染性のある期間、症状、合併症等の総

称。 

DX(デジタル・

トランスフォ

ーメーション) 

ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ

せること。 
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用語 内容 

EBPM（エビ

デンス・ベー

スド・ポリシ

ー・メイキン

グ） 

EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠

に基づく政策立案）とは、政策の企画をその場限りのエピソー

ドに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠

（エビデンス）に基づくものとすること。 

政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活

用した EBPMの推進は、政策の有効性を高め、国民の行政への

信頼確保に資するもの。 

ICT Information and Communication Technologyの略。 

情報(information)や通信(communication)に関する技術の総

称。利用者の接点となる機器・端末、電気通信事業者や放送事

業者等が提供するネットワーク、クラウド・データセンター、

動画・音楽配信等のコンテンツ・サービス、さらにセキュリテ

ィや AI等が含まれる。 

日本では同様の言葉として IT(Information Technology：情報

技術)の方が普及していたが、国際的には ICTがよく用いら

れ、近年日本でも定着しつつある。 

IHEAT要員 地域保健法第 21 条に規定する業務支援員。 

IHEATは、感染症のまん延等の健康危機が発生した場合に地域

の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み。医

師、保健師、看護師のほか、歯科医師、薬剤師、助産師、管理

栄養士などが、保健所等への支援を行う IHEAT要員として登

録されている。健康危機発生時に、保健所を設置する自治体

（保健所設置自治体）で、当該自治体内の応援職員の派遣だけ

では保健所業務への対応が困難な場合に、IHEAT要員に業務の

支援を要請する。また、保健所設置自治体は IHEAT要員へ支

援の要請を行う際に、IHEAT要員の本業の雇用主等に対し、要

請に必要な調整を行うこととされている。IHEAT要員は、保健

所設置自治体から支援の要請があった際には、自発的意思によ

り支援を行う。また、IHEAT要員は保健所の支援を速やかに実

施できるよう研修を受講することとしている。 
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用語 内容 

JIHS（国立健

康危機管理研

究機構） 

令和 7年 4月、国立国際医療研究センター と 国立感染症研究

所が統合し，「国立健康危機管理研究機構（JIHS：Japan 

Institute for Health Security）」が設立された。JIHSは、政

府に科学的知見を提供する新たな専門家組織として、感染症等

の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医療の提

供等を一体的・包括的に行う。 

PCR Polymerase Chain Reaction：ポリメラーゼ連鎖反応。 

DNAを、その複製に関与する酵素であるポリメラーゼやプライ

マーを用いて大量に増幅させる方法。ごく微量の DNAであっ

ても検出が可能なため、病原体の検出検査に汎用されている。

インフルエンザウイルス検出の場合は、同ウイルスが RNAウイ

ルスであるため、逆転写酵素（Reverse Transcriptase）を用

いてDNAに変換した後に PCRを行う RT－PCRが実施されて

いる。 

PDCAサイク

ル 

PDCA サイクルとは、「Plan（計画）→ Do（実行）→ 

Check（評価）→ Action（改善）」という一連のプロセスを繰

り返し行うことで、業務などの改善や効率化を図る考え方の一

つ。この一連の循環を繰り返すことで成長を継続し、より大き

な成功につなげていくことが PDCA サイクルの目的。PDCA 

サイクルは、サイクルをただ回すだけでなく、改善を通して、

徐々にレベルアップを図っていくことがポイント。 

WHO 世界保健機関 (World Health Organization: WHO) は、「全

ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的とし

て設立された国連の専門機関。 

 


